
省

令

労
働
保
険
事
務
組
合
に
対
す
る
報
奨
金
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

労
働
保
険
事
務
組
合
に
対
す
る
報
奨
金
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

１

（
略
）

１

（
略
）

２

令
和
六
年
一
月
一
日
に
お
い
て
石
川
県
の
う
ち

輪
島
市
、
珠
洲
市
並
び
に
鳳
珠
郡
穴
水
町
及
び
能

登
町
の
区
域
内
に
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

を
有
す
る
労
働
保
険
事
務
組
合
又
は
同
日
に
お
い

て
当
該
区
域
内
に
所
在
地
を
有
す
る
事
業
場
の
事

業
主
か
ら
労
働
保
険
事
務
若
し
く
は
一
般
拠
出
金

事
務
の
委
託
を
受
け
て
い
る
労
働
保
険
事
務
組
合

に
対
し
て
令
和
七
年
度
に
交
付
す
る
整
備
法
第
二

十
三
条
（
石
綿
健
康
被
害
救
済
法
第
三
十
八
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定

に
よ
る
報
奨
金
に
係
る
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

中
「
十
月
十
五
日
」
と
あ
る
の
は
、「
十
二
月
二
十

六
日
」
と
す
る
。

２

令
和
六
年
一
月
一
日
に
お
い
て
石
川
県
の
う
ち

七
尾
市
、
輪
島
市
、
珠
洲
市
、
羽
咋
郡
志
賀
町
並

び
に
鳳
珠
郡
穴
水
町
及
び
能
登
町
の
区
域
内
に
そ

の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
有
す
る
労
働
保
険

事
務
組
合
又
は
同
日
に
お
い
て
当
該
区
域
内
に
所

在
地
を
有
す
る
事
業
場
の
事
業
主
か
ら
労
働
保
険

事
務
若
し
く
は
一
般
拠
出
金
事
務
の
委
託
を
受
け

て
い
る
労
働
保
険
事
務
組
合
に
対
し
て
令
和
六
年

度
に
交
付
す
る
整
備
法
第
二
十
三
条
（
石
綿
健
康

被
害
救
済
法
第
三
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
報
奨
金
に
係

る
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
十
月
十
五
日
」

と
あ
る
の
は
、「
令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
」
と
す

る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

法

規

的

告

示

石
川
県
の
う
ち
輪
島
市
、
珠
洲
市
並
び
に
鳳
珠
郡

穴
水
町
及
び
能
登
町

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

そ

の

他

告

示

上

欄

下

欄

無
形
文
化
財

保

持

者

芸
能
の
部

名

称

氏

名

芸

名

生

年

月

日

住

所

常
磐
津
節
三
味
線

丹
澤

正
明

常
磐
津

都

㐂
蔵

昭
和
十
七
年
二
月
十
九
日

京
都
府
京
都
市

工
芸
技
術
の
部

名

称

氏

名

雅

号

生

年

月

日

住

所

釉
下
彩

中
田

和
雄

中
田

一
於

昭
和
二
十
四
年
三
月
十
五
日

石
川
県
小
松
市

上

欄

下

欄

重
要
無
形
文
化
財

保

持

者

芸
能
の
部

名

称

氏

名

芸

名

生

年

月

日

住

所

尺
八

善
養
寺
惠
介

昭
和
三
十
九
年
三
月
十
三
日

埼
玉
県
所
沢
市

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
九
号

労
働
保
険
事
務
組
合
に
対
す
る
報
奨
金
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
労
働
保
険
事
務
組
合
に
対
す
る
報
奨
金
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
十
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
七
十
号

労
働
保
険
事
務
組
合
に
対
す
る
報
奨
金
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
第

一
号
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
度
に
お
け
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

労
働
保
険
料
に
係
る
報
奨
金
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
拠
出
金
に
係
る
報
奨
金
の
交
付
の
要
件
に
係
る
算
定

の
基
準
と
な
る
日
に
関
し
、
延
長
後
の
期
日
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
に
お
い
て

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
内
に
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
有
す
る
労
働
保
険
事
務
組
合
又
は
同
日
に
お
い

て
当
該
区
域
内
に
所
在
地
を
有
す
る
事
業
場
の
事
業
主
か
ら
労
働
保
険
事
務
若
し
く
は
一
般
拠
出
金
事
務
の
委
託
を
受

け
て
い
る
労
働
保
険
事
務
組
合
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

〇
総
務
省
告
示
第
三
百
四
十
二
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
九
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

一

名

称

令
和
七
年
度
米
陸
軍
と
の
実
動
訓
練
参
加
部
隊

二

国
外
派
遣
期
間

令
和
七
年
十
月
十
四
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
四
日
ま
で

三

派
遣
人
数
（
概
数
）

四
百
四
十
人
程
度

四

派

遣

地

域

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ワ
シ
ン
ト
ン
州

〇
文
部
科
学
省
告
示
第
百
二
十
四
号

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
無
形
文
化
財
を
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
を
当
該
重
要
無
形
文

化
財
の
保
持
者
と
し
て
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
日

文
部
科
学
大
臣

阿
部

俊
子

〇
文
部
科
学
省
告
示
第
百
二
十
五
号

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
七
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
重
要
無
形
文
化
財
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
を
当
該
重
要
無
形
文
化
財
の
保
持
者
と
し
て
追
加

し
て
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
日

文
部
科
学
大
臣

阿
部

俊
子




